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2022年 2月 1日 No. 162（毎月 1日発行） 

重大な税収違反の信用失墜主体の情報公開管理弁法について 

国家税務総局は 2021 年 12 月 31 日、さらなる税収徴収の正常化や社会信用システムの構築促進などを
目的として、「重大な税収違反の信用失墜主体の情報公開管理弁法」（国家税務総局令第 54 号、以下 54
号総局令）を公表しました。 
現在は同様の管理弁法である国家税務総局公告2018年第54号（以下、2018年54号公告）が存在

していますが、新たな 54 号総局令においては主に信用失墜主体の情報公示期間に関する規定と、情報の公開
方法と公開の取り下げ申請手続きについて新設されました。2022年2月1日から現行の 2018年54号公告
は廃止され、54号総局令が新たに施行されることとなります。 

54号総局令の主な内容は、以下の日本語参照訳をご覧ください。 
重大な税収違反の信用失墜主体の情報公開管理弁法 

国家税務総局令第54号 

第六条 本弁法における「重大な税務違反の信用失墜主体」（以下、信用失墜主体）とは、次のいず
れかの状況にある納税者、源泉徴収義務者、またはその他の税関連当事者（以下、当事者）を指す。 

(1) 帳簿、会計伝票の偽造、改ざん、隠蔽、無断破棄、または帳簿上で支出の過大計上や収入の
過少計上、税務当局の通知に基づく申告の拒否、虚偽の納税申告による 100 万元以上の納税額
の過少納付または未納、また、各税の納税額の 10%以上の過少納付または未納、上述の手段を用
いた 100万元以上の税金の少額納付または未納している。 
(2) 納税義務の不履行、財産の譲渡または隠蔽行為、税務当局による追徴課税の妨害、および追
徴税額が 100万元を超えている。 
(3) 国家を騙して輸出税還付を不正に取得している。 
(4) 暴力や脅迫により税金の支払いを拒否する。 
(5) 虚偽の増値税専用発票を発行、または輸出増値税や税額控除を不正に取得するために虚偽の
発票を発行している。 
(6) 虚偽の増値税普通発票を 100枚以上または金額にして 400万元以上発行している。 
(7) 許可なく発票を印刷、偽造、改ざん、発票偽造防止専用製品を違法に製造する、または発票監
督印を偽造する。 
(8) 脱税、延滞税の回収、輸出税還付の詐欺、税金の還付、虚偽の発票発行などの行為があり、
監査完了前までに納税義務を果たさず、税務当局の監督から離脱し、税務当局による監査の結果、
逃亡と(連絡がとれなく)なる。 
(9) 納税者または源泉徴収義務者が銀行口座、請求書、証明書、またはその他の便宜を違法に提
供した場合、または 100万元以上の税金の未納、国家の輸出増値税還付を不正に取得している。 
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(10) 税務代理人が税法または行政規則に違反し、納税者が 100 万元以上の税金を納付しない、
過少納付した場合。 

(11) その他悪質、深刻な状況、社会的な損害が比較的大きな税収違反がある行為をしている。 
第九条 当事者は、税務当局からの通知後5日以内に、書面または口頭で陳述または弁護をすることができ
る。当事者が口頭で陳述または弁護意見を提出した場合、税務当局は、請求の写しを作成し、当事者によっ
て署名されなければならない。税務当局は、当事者の陳述や弁護意見を十分に聴取し、当事者が提出した事
実、理由、証拠を審査しなければならない。当事者が提出した事実、理由、または証拠が成立した場合、その
事実は採用されるものとする。 
第十一条  税務当局は、信用失墜主体へ確定文書が到達した翌月 15 日以内に、以下の情報を社会に公
表しなければならない。 
  (1) 信用失墜の基本的な状況 
  (2) 信用失墜主体の主な税違反の事実 
  (3) 税務処理、税務行政罰の決定、法的根拠 
  (4) 信用失墜主体を確定した税務機関 
  (5) 法令及び行政規則に定めるその他の情報 
税務当局は、法律により国家機密として特定された情報、法律、行政規則によって禁止されている情報、およ
び国家の安全、公安、経済安全保障、社会安定を危険にさらす可能性のある情報を開示しない。 
第十五条  税務当局は、これらの措置の規定に従って決定された信用失墜主体を納税信用評価の範囲に含
め、納税信用管理規則に従って、納税信用評価をD級とし、D級に対応する納税者管理措置を適用する。 
第十七条  信用失墜主体の情報は、公表日から 3年が経過した場合、税務当局は 5日以内に情報の公表
を停止するものとする。 

コンプライアンス意識の高い日系企業各社様においては、上記の条件や状況に当てはまる事例は少ないとは思
いますが、納税行為をきちんと行うという意識を再確認する機会となれば幸いです。 
 
フェアコンサルティング中国 
（正緯企業管理諮詢（上海）有限公司） 
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上海総公司 
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深セン分公司 
深セン市福田区深南大道 4019号 航天大厦 A座 610室 
電話︓+86-755-8252-8290 
担当︓古矢（FURUYA）日本国公認会計士 
yo.furuya@faircongrp.com 
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